
 

政統発 0224 第１号 

令和８年２月 24 日 

                                       

都道府県知事 

各  指定都市市長 殿 

  中核市市長 

 

                       厚 生 労 働 省 政 策 統 括 官 

  （統計・情報システム管理、労使関係担当）  

（ 公 印 省 略 ） 

 

令和８年度地域保健・健康増進事業報告の実施について（依頼） 

 

 保健統計業務につきましては、平素から特段の御協力をいただき厚く御礼申し上げます。 

さて、統計法（平成 19年法律第 53号）第 19条による統計調査である、令和８年度「地域

保健・健康増進事業報告」を下記のとおり実施いたしますので、報告表の提出についてよろ

しくお願いいたします。 

 

 

記 

 

１ 報告の目的 

  地域保健・健康増進事業報告は、地域住民の健康の保持及び増進を目的とした地域の特

性に応じた保健施策の展開等を実施主体である保健所及び市区町村ごとに把握し、国及び

地方公共団体の地域保健施策の効率的・効果的な推進のための基礎資料を得ることを目的

とする。 

 

２ 報告の対象 

  全国の保健所及び市区町村 

 

３ 報告の種類 

  年度報とする。 

 

４ 報告の主な事項 

（１）地域保健事業（地域保健法、母子保健法、予防接種法 等） 

母子保健（療育指導－長期療養児－相談等）、健康増進、歯科保健、精神保健福祉、

職員の配置状況 等 

（２）健康増進事業（健康増進法第 17条第１項及び第 19条の２） 
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健康診査、訪問指導、がん検診 等 

 

 

５ 報告の方法及び系統 

(1) 都道府県知事、指定都市長及び中核市長は、別表に掲げる所定の報告事項について、

定められた期限までに、オンラインにより厚生労働省政策統括官（統計・情報システ

ム管理、労使関係担当）に報告する。 

(2) 報告の系統は次のとおりである。 

    厚生労働省     都道府県      保健所     市町村 

                    保健所を設置する市・特別区 

指定都市・中核市 

 

６ 報告の時期 

  国への提出期限は、令和９年６月末日とする。 

 

７ 集計及び結果の公表 

  厚生労働省政策統括官（統計・情報システム管理、労使関係担当）が行い、報告結果は、 

地域保健・健康増進事業報告として公表するとともに厚生労働省ホームページ

（https://www.mhlw.go.jp/）及び政府統計の総合窓口（https://www.e-stat.go.jp/）に

掲載する。 

 

８ その他 

(1) 本調査に関する作成要領は、正確な報告のための注意点等をまとめたものである。 

作成要領では分からない点があれば、当省に問い合わせいただきたい。 

 (2)「報告表」及び「作成要領」等については、政府共通ＮＷ／ＬＧＷＡＮ掲示板システム

（https://gsbbs.gex.hq.admix.go.jp/lgwan/）及び政府統計オンライン調査総合窓口 

（https://www.e-survey.go.jp/）に掲載する。 
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